
　食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点か
ら、国は「児童扶養手当受給者などのひとり親やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯などに対
し、児童１人当たり５万円の特別給付金を支給する」ことを決定しました。
　支給に当たっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。

　当会青年部と女性部の通常総会が４月、し
らおい経済センターで開催され、それぞれ
2023年度事業予算と事業計画を承認しました。
　青年部は今年度、姉妹都市交流事業への協
力、各種祭り、胆振管内や町内の青年団体の
交流促進、経営者としての資質向上を目指す
視察研修などに取り組むこととなりました。
任期満了に伴う役員改選は、5月31日付で退
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しました。
　女性部は、20人が出席し、例年実施してい
るおもてなし交流事業などの地域活性化に取
り組む方針を確認しました。平成26年から合
計53件、延べ775人の商工会女性部員などを
受け入れている同事業にさらなる磨きをかけ
るべく、今年度は、おもてなし先進地を視察
します。また、両総会同日には、町や白老観
光協会など関係団体と協力し、クルーズトレ
イン「四季島」を歓迎しました。女性部は、
今後も女性部らしく明るく華やかに白老町の
知名度向上および経済活性化に尽力していき
ます。

支給対象者

①　本町から「令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯
　　分）」を受給した方【申請不要】
②　①のほか、対象児童を養育する父母などであって、令和５年度住民税均等割
　　が非課税または令和５年１月以降に食費などの物価高騰の影響を受けて家計
　　が急変し、収入が住民税均等割非課税水準まで減少した方【申請必要】

申請期限 令和６年２月29日

対象児童
　平成17年４月２日から令和６年２月29日生まれ。（特別児童扶養手当の対象児
童については平成15年４月２日から）
　ただし、令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）
対象となった児童は平成16年４月２日から令和６年２月29日生まれ。

問い合わせ先：子育て支援課　子育て支援グループ　☎８５－２０２１

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
低所得子育て世帯生活支援特別給付金 給付金
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（白老町商工会　しらおい経済センター内　☎82-2775）
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